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※本アラートは、英文アラートの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

Legal Alert 

雇用条件及び労働条件に関する届出書の提出 

労働者保護法（仏暦 2541 年、西暦 1998 年）及び同改正法（Labour Protection 

Act：以下「LPA」）に基づき、10 人以上の従業員を雇用する雇用主は、毎年 1 月末ま

でに労働保護福祉局（以下「労働局」）の局長に雇用条件と労働条件に関する届出

書を提出することが求められます。また、変更があった場合、雇用主は当該変更があった

月の翌月までに労働局にその変更内容を通知する義務があります。 

当該義務を怠った場合、20,000 タイバーツ以下の罰金が科されます。 
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Deloitte の見解 

雇用主の大半は LPA が求める本要件を見落としてしまい、労働局から通知を受けるまで

LPA を遵守出来ておりません。そして、多くの場合、そのような LPA に遵守していない旨の

指摘を受けた雇用主は、LPA に規定される罰金を科されるに留まらず、労働局による職

場検査を受けることになります。 

このように、雇用主は LPA を遵守し、通知を受け取らぬように毎年（すなわち、毎年 1 月

末までに）労働局に雇用条件及び労働条件の届出書を提出することが推奨されます。 
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